
災害時の一般廃棄物処理に関する
初動対応の手引きについて

令和２年５月
環境省 環境再生・資源循環局

災害廃棄物対策室



1. 災害廃棄物処理の初動対応について



関連規定の抜粋（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、

処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向
上を図ることを目的とする。

第二条の三 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせる

ものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その
適正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。

第二十二条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要
となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。

○災害廃棄物とは、自然災害に起因して発生する一般廃棄物。

○廃棄物処理法に則り市区町村が収集・運搬し、適正に処理を行
う必要がある。

○ただし、大規模災害など市町村による処理が困難な場合には、
処理の一部について、都道府県への事務委託又は国による代
行処理を行う場合がある。

災害廃棄物とは

災害廃棄物とは
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災害名 発生年月 災害廃棄物量 損壊家屋数 処理期間

東日本大震災 H23年3月
3100万トン

（津波堆積物1100万
トンを含む）

全壊：118,822
半壊：184,615

約3年
（福島県を除く）

阪神・淡路大震災 H7年1月 1500万トン

全壊：104,906
半壊：144,274
一部損壊：390,506
焼失：7,534

約3年

熊本地震
（熊本県）

H28年4月 311万トン
全壊：8,668
半壊：34,492
一部損壊：154,098

約2年

令和元年房総半島台風
・東日本台風

R1年9月､10月 204万トン(※1)

全壊：3,650(※2)

半壊：33,951(※2)

一部損壊：107,717(※2)

床上浸水：8,256(※2)

床下浸水：23,010(※2)

約2年
（予定）

平成30年7月豪雨
（岡山県、広島県、愛媛県）

平成30年7月 200万トン(※3)

全壊：6,603(※4)

半壊：10,012(※4)

一部損壊：3,457(※4)

床上浸水：5,011(※4)

床下浸水：13,737(※4)

約2年
（予定）

新潟県中越地震 H16年10月 60万トン
全壊：3,175
半壊：13,810
一部損壊：103,854

約3年

広島県土砂災害 H26年8月 52万トン

全壊：179
半壊：217
一部損壊：189
浸水被害：4,164

約1.5年

近年の大規模災害における災害廃棄物の発生量及び処理期間

3
(※1) 補助金利用被災県の合計（令和２年２月末時点）
(※2) 内閣府防災被害報告の合計（令和２年４月10日時点）

(※3) 主要被災３県の合計（令和元年９月時点）
(※4) 主要被災３県の公表値の合計（平成31年１月９日時点）



令和元年房総半島台風及び東日本台風の
災害廃棄物発生推計量及び処理完了目標時期
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岩手県 約 5.3 万トン

宮城県 約 56.2 万トン

山形県 約 0.9 万トン

福島県 約 55.9 万トン

茨城県 約 7 万トン

栃木県 約 9.5 万トン

群馬県 約 0.1 万トン

埼玉県 約 4.0 万トン

千葉県 約 30.6 万トン

東京都 約 1.6 万トン

神奈川県 約 6.2 万トン

新潟県 約 47 トン

静岡県 約 0.4 万トン

長野県 約 26.6 万トン

京都府 約 15 トン

合計 約 204 万トン

令和２年 令和３年

処理完了目標時期

令和元年
災害廃棄物
発生推計量

※ 令和元年房総半島台風及び東日本台風の災害廃棄物発生推計量については、災害廃棄物処理事業費補助金の申請があった自治体を対象に
環境省が調査(令和２年２月末時点)。宮城県は国交省連携事業分を含む。

令和元年10月～令和３年３月（約１年６ヶ月）

令和元年10月～令和３年３月（約１年６ヶ月）

令和元年10月～令和２年７月（約９ヶ月）

令和元年10月～令和３年４月（約１年７ヶ月）

令和元年10月～令和３年３月（約１年６ヶ月）

令和元年10月～令和２年10月（約１年）

令和元年10月～令和２年３月（約６ヶ月）

令和元年10月～令和３年３月（約１年６ヶ月）

令和元年９月～令和３年３月（約１年７ヶ月）

令和元年10月～令和２年12月（約１年２ヶ月）

令和元年10月～令和３年３月（約１年６ヶ月）

令和元年10月～令和元年12月（処理完了）

令和元年10月～令和３年２月（約１年５ヶ月）

令和元年10月～令和３年９月（約２年）

令和元年10月～令和元年12月（処理完了）



災害廃棄物処理の大まかな流れ
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被災地域

道路啓開や人命救
助で生じた支障物の
撤去
分別排出
撤去・収集
運搬
廃棄物の一時集積

など

仮置場
○一次仮置場
粗選別、分別
保管
処理困難物の対応

（比較的規模の大きい災害）
○二次仮置場

移動式及び仮設処理施設
による中間処理

など

処理・処分先

既存の中間処理
施設（産廃施設も
含む）
最終処分

再資源化（復興資
材への利用）



災害廃棄物の種類
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４．今年度の取組：モデル検証
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災害廃棄物処理における初動対応の重要性

事例１
公園に集積された
災害廃棄物

事例２
道路端に集積された
災害廃棄物

事例３

自治体管理の仮置場に混合状態
で搬入された災害廃棄物

事例４：自治体管理の仮置場に分別されて適正に管理されている災害廃棄物

事前準備（災害廃棄物処理計画）に基づいた
迅速かつ適切な初動対応が重要！

災害時には、様々な種類を含む廃棄物が、一度に大量に発生。
災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理は、生活環境の保全・公衆衛生の確保のために非常
に重要。

災害廃棄物の迅速な処理は、被災地域の早期の復旧・復興のために必要。



近年の大規模災害における、災害廃棄物処理の初動対応の課題

8

１．初動対応体制構築の遅れ

●一度に大量かつ多様に発生する片付けごみの処理について、発生して
から初動対応体制を検討するのでは間に合わない。

●仮置場設置に際し、十分なスペースが確保されなければ、分別作業を
行うことができずに混廃化が進む。

●搬入者（住民、ボランティア団体、収集運搬団体）から分別の協力を得
られなければ、混廃化が進む。

●仮置場からの搬出ルート（処理先）の確保が遅れると、仮置場のスペー
スを無くなり、混廃化が進む。

３．片付けごみの混廃化

２．仮置場設置の遅れ

●住民の片付けごみ集積所からの搬出先となる仮置場が設置されてい
ないと、生活環境悪化に直結する。



近年の大規模災害における、災害廃棄物処理の初動対応の課題
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※混廃化させてはならない理由

●多くの一般廃棄物処理施設で混廃の処理ができないため、別の場所
に運搬し分別処理したり、産廃処理企業へ処理委託することにより、処
理期間、費用（処理費、運搬費など）が増加してしまう。

●混廃の搬出ルート（処理先）を確保できなければ、仮置場への搬入もで
きなくなり、住民の生活環境が悪化してしまう。

●腐敗性廃棄物や有害廃棄物、さらに生活ごみが混入することで、仮置
場の環境が悪化してしまう。

●派遣して欲しい人材の要件（専門、経験）や収集運搬の車種や台数な
どの支援ニーズがうまく発信されないと、支援体制とニーズとのミスマッ
チが発生し、支援の質と効率が低下する。

●災害廃棄物の収集運搬、処理、仮置場の運営管理などに係わる民間
団体との手続きや契約行為の遅れにより、処理が遅れてしまう。

４．受援体制構築の遅れ



課題への対応
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初動対応体制の構築

●総括、指揮を行う意思決定部門設置の想定

●初動時から必要となる人員数、受援に際し担ってもらう役割の想定

●人材のリスト化と定期的な更新
・災害廃棄物処理の実務経験、専門的な技術に関する知見、経験
（土木建築の設計、積算、現場管理、契約事務など）

・リーダー、サブリーダーの2名
指揮体制
・専門部局（土木、総務・財務）
の応援体制

意思決定部門の例



課題への対応
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仮置場の設置（平時）

●仮置場に係わる以下の事項を平時より検討しておくことが重要
＜利用目的＞
・生活環境中に多量に発生した片付けごみの一時的保管（一次仮置）
・分別作業
・大規模災害における一次仮置場からの集約、処理施設やリサイクル施
設への搬出を待つ間の中長期的な保管（二次仮置）
＜候補地選定＞
・生活環境との距離（住民アクセスも考慮し、近からず遠からず）
・それぞれの利用方法における必要面積
・近隣住民との調整（選定の通知、環境保全措置、返却ルールなど）
＜設置および運営管理＞
・必要な資機材（重機、敷設、飛散防止対策、消火設備、悪臭および害
虫対策など）の選定と調達ルートの確保
・仮置場の運営管理には多大な人手が割かれるため、応援を要請でき
る民間事業者等をリスト化しておく。



課題への対応
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仮置場の設置（発災後初動期）

●初動時における仮置場の設置、運営管理などについての必要事項
・仮置場設置の決定、近隣住民への通知
・運営管理体制の構築、役割分担
連絡調整、搬入受付、場内誘導、分別指導、荷下ろし助勢など
・資機材の手配、搬入、設置
・土壌汚染防止措置の実施
・仮置場利用に関する住民への広報
受入開始予定日、搬入に際し必要な分別品目

仮置場整備（重機） 仮置場整備（案内表示）



●仮置場への搬入に際し必要な分別品目の周知
・仮置場の利用に関する地域住民への広報活動
・社会福祉協議会と連携し、ボランティア団体へ周知

●仮置場における分別作業、搬入者への分別指導
・搬入段階から分別してもらうよう、搬入者への分別指導を行う。

●仮置場の搬入出計画
・分別作業のスペースを確保できるよう、搬入出計画をたてる。必要に
応じ、都道府県に支援要請を行う。

課題への対応
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片付けごみの混廃化の防止（分別の促進）（平時）

●仮置場の候補地選定
分別作業を行うことを想定している仮置場においては、十分なスペース
を確保できる候補地を選定する。

●仮置場の運営管理に向けた検討
分別作業に必要な資機材、人員の調達ルート確保

片付けごみの混廃化の防止（分別の促進）（発災後初動期）



課題への対応
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受援体制の構築

●県、他自治体、および国からの支援
・人的支援を受ける場合の、役割分担の想定
・収集運搬支援を受ける場合の、必要とする車種毎の台数の想定
（災害発生後に迅速に判断できるよう準備する）
・連絡体制（混乱を防ぐための一元化）の検討、確立

●民間団体との連携
・災害支援協定の締結
・災害廃棄物の収集運搬、処理、仮置場の運営管理などに係わる委託
方針（手続きや契約について）の検討

人的支援 収集運搬支援



処理計画未策定自治体の初動対応

街中の災害廃棄物の路上堆積の状況（環境省撮影）

Bad 
Practice

○ 処理計画が未策定で事前に仮置場候補地を検討していなかったため、発災後も仮置場
を設置することができず、全ての片付けごみを戸別回収することとなってしまった。

○ 戸別回収体制を構築できなかったため、市内の各所で住居等に近い場所で、片付けご
みが混合状態で路上堆積する事態が発生してしまった。

○ 処理計画を策定していなかったために、仮置場を設置できず、収集運搬体制も構築で
きなかったために、街中に混合状態で路上堆積する事態となってしまった。
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処理計画策定済自治体の初動対応

公園における災害廃棄物の堆積の状況（環境省撮影）

Bad 
Practice

○ 処理計画は平成20年度に策定されていたが、改定がされていなかった。

○ このため、収集運搬体制を確保できず、市内の各所で住居等に近い路上や公園等にお
いて、大量の片付けごみが混合状態で堆積する事態が発生してしまった。一部の公園に
おいては２ｍを超える片付けごみが隙間なく積み上がる事態も生じた。

○ 処理計画を策定していても、仮置場の設置や収集運搬体制の確保について実効性が担
保できていなかったため、大量の片付けごみが混合状態で路上や公園等に堆積してし
まった後に、自衛隊と民間事業者の総力を挙げて撤去することとなってしまった。

路上における災害廃棄物の堆積の状況（環境省撮影）
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処理計画における仮置場のレイアウト図
（処理計画）

処理計画策定済自治体の初動対応
Good 

Practice

○ 平成31年３月に処理計画を策定済み。

○ 処理計画において、仮置場の配置図を記載していたため、10月14日（月）という早期
に設置できた仮置場においても、分別管理を徹底することができた。

○ 処理計画上でも記載していた協定を踏まえ、県が協定を締結していた県産業資源循環
協会により仮置場への重機の手配ができた。

仮置場の状況（市撮影）

17



モデル事業で処理計画策定中の自治体の初動対応
Good 

Practice

仮置場の状況（環境省撮影）
発災直前に開催した机上演習の様子

（環境省撮影）

○ 平成31年度の環境省の処理計画策定モデル事業に参画し、処理計画策定中に被災した。

○ モデル事業において、廃棄物処理施設の稼働停止時の対応について検討していたため、
ごみ処理施設被災時も住民に排出抑制の周知を行い、処理施設復旧後に円滑に処理を実施
することができた。

○ モデル事業において、事前に仮置場の候補地をリストアップしていたことから、早期
（ 10月13日（日））に比較的に面積の広い仮置場（約10,000m2 ）を確保できた。また、
県と産業資源循環協会の協定を活用し、仮置場の管理・運営を行う事業者を早期に確保で
きたため、仮置場においても混合状態とならなかった。
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●処理計画を策定していない被災市区町村が、十分な支援を受けられない状況下においても、

応急業務が軌道に乗るまでの発災後２～３週間を自力で乗り切るために、最低限必要な事項

をとりまとめた「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」を策定することとした。

４．今年度の取組：意見照会
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「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」策定の背景

●平成28年４月の熊本地震、平成29年７月九州北部豪雨、平成30年７月豪雨などの大規模
災害において、一般廃棄物処理に関する初動対応の遅れから、路上に大量の災害廃棄物が

堆積する等の課題が毎回のように発生した。

●そのたびに、初動対応体制の構築、民間事業者を含めた収集運搬体制の確保、仮置場の

確保など、具体的な初動対応をはじめとした必要事項をとりまとめた災害廃棄物処理計画を

策定しておくことの重要性が認識されてきた。

●災害廃棄物処理計画の策定が、特に中小規模の市区町村において思うように進んでいない。

また、策定している場合でも、実効性の高い計画となっていないケースもある。

●これまでの大規模災害では、当道府県や国が職員・専門員を現地派遣し、分別方法や仮置

場管理への助言等を行ってきたが、南海トラフ巨大地震や首都直下地震では、都道府県や国

による初動期の被災市区町村支援を一律に行うことが困難な状況となることも十分考えられる。

しかし

このため



２. 手引きの内容について



２．手引きの目的、対象

（１）目的（１）目的

（２）災害廃棄物処理計画等との関係（２）災害廃棄物処理計画等との関係

（３）使い方（３）使い方

災害時の初動対応を円滑かつ迅速に実施するために平時に検討して災害時に参照することを目的として、災害時の一般
廃棄物処理に関する初動対応手順及び平時の事前検討事項を取りまとめたもの

● 災害廃棄物処理計画は、災害廃棄物の処理を完了するまでに必要な事項を網羅的にまとめた計画であり、発災時に
策定する災害廃棄物処理実行計画の基礎となるものに対し、本手引きは、災害廃棄物処理計画を策定していない市区
町村であっても活用できるよう、災害時の初動対応に特化して初動対応手順及び平時の事前検討事項をまとめた手引
書である。

● 本手引きは、市区町村を対象として、主に以下に示す2つの用途を想定している。
①災害時の活用：被災市区町村の円滑・適切な災害時初動対応に資するガイダンス文書
②平時の活用 ：災害時初動対応の事前検討及び災害廃棄物処理計画の策定や充実に資するガイダンス文書

● 本手引きとともに、「災害廃棄物対策指針（平成30年3月）」、「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指
針（平成27年11月）」、「市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き（平成30年3月）」、「災害関係業務事
務処理マニュアル（平成26年6月）」等も参照。

● 本手引きは、環境省災害廃棄物対策情報サイトよりダウンロード可能。
http://kouikishori.env.go.jp/guidance/initial_response_guide/
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手引きの目的、対象 ［第１章］



（７）その他
● 一般的な内容に関しては本編（本資料）に記載し、より詳細な具体的内容に関しては参考資料集（記入例、参考事
例集等）に記載。

● 今回は第１版であり、特に中小規模市区町村への普及を優先。内容の具体化・詳細化等は、今後の普及状況等を踏ま
え継続的に検討。

２．手引きの目的、対象

（４）対象とする組織

（５）対象とする災害（５）対象とする災害

（６）対象とする期間（初動対応の対象期間）（６）対象とする期間（初動対応の対象期間）

● 市区町村を対象。特に中小規模の市区町村を念頭に、説明や記載例等を整理。
→災害廃棄物処理に関する検討が進んでいない自治体でも、まずは手に取って読んでもらえるように、分量等に配慮
（50ページ程度、図表の多用等）。
→必要最小限の内容（下水道分野の取組も参考）としている。手引きの内容や事前検討の深さ等は、継続的に検討。

● 非常災害を対象（災害廃棄物処理計画と同様）とし、主に地震及び水害を念頭に、説明や記載例等を整理。
→本手引きの考え方は、その他の自然災害（土砂災害、広域津波災害）についても活用可能。
→既往災害における初動対応の事例については、別添の参考資料集を参照。

● 災害応急対応における初動期から応急対応前半にかけての期間とし、対象災害の種類・規模にもよるが、最低でも応急
業務が軌道に乗る発災後２～３週間程度を目安。
→各市区町村での対応が中心で、外部への支援要請の検討も含む（本格的な支援受入等は対象外）。
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手引きの目的、対象 ［第１章］



２．手引きの目的、対象

災害時に発生する一般廃棄物の多様性を理解するため、手引きの冒頭（第１章第２設）で、対象となる一般
廃棄物について説明し、処理フローにおける本手引きの対象範囲を記載した。
災害時には、平時からの処理（生活ごみ等）と災害時に特有な処理（避難所ごみ等）を、並行して実施する
こととなる。
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手引きの目的、対象 ［第１章］



３．手引きの概要 ：構成

第１章
本手引きの目的・位置づけ等

第２章
災害時初動対応
※災害時の活用

第３章
円滑かつ迅速な初動対応の
ための事前検討
※平時の検討

第１節 本手引きの目的・位置づけ
第２節 災害時に発生する一般廃棄物 第３節関係者との連携体制の必要性
第４節災害時初動対応の実態 第５節 本手引きの対象
第６節 本手引きの使い方 第７節 事前チェックリスト

第１節 災害時初動対応の全体像
第２節 一般廃棄物処理の災害時初動対応
１）安全及び組織体制の確保 ２）被害情報の収集・処理方針の判断
３）生活ごみ・避難所ごみ・し尿の収集運搬体制の確保
４）災害廃棄物の処理体制の確保 ５）継続的な一般廃棄物処理体制の確保

第１節 概要
第２節 基本的事項
１）主な検討事項と連携体制 ２）対象期間 ３）検討体制
第２節 検討事項
１）職員の確保 ２）災害時の組織体制と役割分担
３）関係連絡先リスト ４）被害状況チェックリスト ５）災害支援協定リスト
６）必要資機材及び保有資機材のリスト ７）仮置場候補地リスト
８）初動対応業務リスト
第３節 教育・訓練の実施
第４節 事前検討事項の継続的改善・見直し

用語の定義等 用語の定義
参考文献

本編

参考資料参考資料 様式集様式集 様式集 記入例様式集 記入例 参考事例一覧参考事例一覧

一般的な内容に関しては本編に記載し、より詳細な具体的内容に関しては参考資料（記入例、参考事例一
覧等）に記載した。
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手引きの概要 ：構成



３．手引きの概要 ：災害時初動対応の全体像

災害時初動対応を以下の図の１）～５）の対応に分類し、更に時系列での実施事項も具体化した。
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手引きの概要 ：災害時初動対応の全体像 ［第２章第１節］



３．手引きの概要 ：災害時の実施事項

前頁の１）～５）の対応別に、時系列の実施事項を簡潔に整理した。 ※以下の図は一例
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手引きの概要 ：災害時の実施事項 ［第２章第２節］



５．来年度の取組
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手引きの概要 ：事前検討事項 ［第３章第２節］

時系列の実施事項毎に必要となる事前検討事項を第３章にて解説。 ※以下の図は一例

手引きp33 手引きp34



５．来年度の取組
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手引きの概要 ：事前検討事項 ［第３章第２節］

事前検討に当たり参考となる事例やトピックスを紹介。 ※以下の図は一例

手引きp35 手引きp36



５．来年度の取組
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手引きの概要 ：参考事例一覧

事前検討に当たり参考としていただくよう、実際の大規模災害における具体事例を取りまとめて紹介。

参考事例一覧p13 参考事例一覧P14



５．来年度の取組
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手引きの概要 ：事前検討事項 ［第３章第２節］

事前検討の集大成である「初動対応時の業務リスト」の作成について説明。

手引きp39



３. 新型コロナウイルス対策について



環境省では、新型コロナウイルスの感染拡大により必要不可欠な社会インフラである廃棄物処理事業が停滞することのないよう、
地方自治体向けに「新型インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症発生時の廃棄物処理事業継続計画作成例」を作成し、周知
を行っている。

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物処理事業継続の推進

32

＜目次＞＜表紙＞



環境省では、新型コロナウイルスの感染拡大により必要不可欠な社会インフラである廃棄物処理事業が停滞することのないよう、
地方自治体向けに「新型インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症発生時の廃棄物処理事業継続計画作成例」を作成し、周知
を行っている。

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物処理事業継続の推進
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＜内容抜粋（業務の優先順位の決定）＞



～指定を受ける者～

まず、処理が必要となっている廃棄物を処理することのできる能力を有していなくてはならない。このため、当該廃棄物の処理
に用いるための施設や人員が確保されていること、十分な資金力を有していること、処理に係る必要な技術があること、収集運
搬の場合には当該廃棄物を収集運搬するための車両や保管場所に赴くための移動手段が確保されていることなどを考慮する
必要がある。既に一般廃棄物、産廃廃棄物の処理に係る許可を有し、又は市町村からの委託がなされている場合などには、こ
れらの条件を満たしている可能性が高いと考えられることから、指定に当たってはそれらの者を優先することが原則として望まし
い。ただし、緊急時に行う指定であるから、通常の許可基準を満たしている必要は必ずしもなく、したがって、他に廃棄物を処理
できる適切な者がない場合には、生活環境の保全と公衆衛生の確保を前提として、廃棄物の処理に関して何らの許可も有して
いない者を指定することが否定されるものではない。

緊急に行う廃棄物の処理を許可不要で行えるようにする特例

緊急に生活環境の保全上の支障の除去等のための措置を講ずるために特に必要がある場合において、環境大臣又は市町村
長（一般廃棄物）若しくは都道府県知事（産業廃棄物）が適正に処理ができる者として指定した者は、指定された期間に限り、許
可を受けずに、指定された廃棄物の処理を行うことができることとする。
（規則第２条第14号、第２条の３第10号、第９条第14号、第10条の３第10号、第10条の11第６号及び第10条の15第４号）
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廃棄物処理法施行規則の一部改正（令和２年５月１日公布）の概要

環境省では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、廃棄物処理業者における感染者の発生等により通常の稼働ができ
なくなる場合等に備え、円滑な処理が滞らないよう、必要な制度上の措置を講じている。

～特例の趣旨～

災害や新型コロナウイルス感染症のまん延等により、廃棄物処理業者が確保できず、廃棄物の処理が困難となった場合や、
市町村や都道府県の職員が多数感染し、又は濃厚接触者となるなどし、行政機能が大幅に低下することにより、事務処理が滞
り、廃棄物処理に係る許可を出せないといった場合が想定される。
この改正は、災害等により一時的に低下した廃棄物の処理能力を補完することを目的として、処理を補う能力のある者を環境
大臣又は市町村長（一般廃棄物）、都道府県知事（産業廃棄物）が指定することで、許可を受けないで廃棄物の処理を行うことを
暫定的に可能にし、緊急時の廃棄物の円滑かつ適正な処理を図るものである。



環境省では、廃棄物に関する新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、住民及び収集運搬作業従事者向けにチラシを作
成し、ごみを出す時や収集運搬作業を行う際に心がけることについて、周知を行っている。

新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策に関する広報資料

35

＜住民向け＞ ＜収集運搬作業従事者向け＞

ここでご紹介したチラシは、環境省ホームページからダウンロード可能
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronakoho.html



御清聴ありがとうございました。


